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津南中等教育学校 部活動に係る活動方針 

  

１ 目標  

 「思いやりの心、たくましく生きる力の育成」 

（１）興味・関心の追求による個性の発見と伸長を図る。 

（２）他学年との交流を通じて豊かな人間関係の育成を図る。 

（３）自主的・実践的な態度の育成等、集団活動における社会性の育成を図る。 

（４）心身の健康の増進、体力の向上を図る。 

（５）規範意識やマナーの指導を通して秩序ある態度を育成し、心身の調和のとれた発達 

  を図る。 

（６）集団の一員としての自覚を高め、他と協力しながら自己の責任を果たし、よりよい 

  生活を築こうとする態度を育てる。  

  

２ 本校の部活動  

（１）本年度設置する部活動について   

   運動部【５】 サッカー、陸上競技、卓球、軟式野球、バレーボール   

   文化部【３】 吹奏楽、アート、科学  

（２）活動時間及び日数について 

   ① 活動時間【学期中】平日２時間、週休日等３時間程度（練習試合、大会等を除く） 

              【長期休業中】平日・週休日等３時間程度（練習試合、大会等を除く） 

   ② 休養日  前期課程 平日２日（月・木）、後期課程 平日３日（月・水・木） 

週休日 各週２日のうち１日以上を原則とする。 

別紙「年間活動計画」による。 

３ 部活動生徒心得   

（１）学習と部活動の両立に努め、基本的生活習慣を身につけること。 

（２）いつでも大きな声で気持ちのいい挨拶ができるようにすること。     

（３）規範意識や秩序ある態度を身につけること。     

（４）部の一員として、他と協力しながら自己の責任を果たし、よりよい生活を築こう 

   とする態度を身につけること。  

  

４ 練習、大会参加等について  

（１）練習について 

  ① 顧問が学校内に不在の時は、原則として禁止する。事情がある場合は代わりの教師 

  を置き、当該教師の指示に従う。 

  ② 学校が定めた部活動中止の日は、原則として中止する。 

  ③ 定期考査（中間考査・期末考査）１週間前は、原則として部活動を中止する。 

  ④ 早朝練習は原則として禁止する。 

  ⑤ 長期休業日の練習時間については、9 時 00 分から 16時 00 分までとする。 

また、完全下校は 16 時 15 分とする。    

   ⑥ 指定練習日以外は、原則として活動を禁止する。 

  ⑦ 冬期の練習場所については顧問会議を設けて決定する。  
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（２）休日の部活動について  

  ① 練習予定表を管理人ファイルに 1 部、教務室内部活動ファイルに 1 部綴り、活動 

    日程を職員間で確認できるようにする。 

   ② 顧問がつかない場合、休日練習は原則として禁止する。 

   ③ 週休日のいずれか 1 日は、原則として部活動は実施しない。       

（３）大会等前の練習について  

   ① 大会等１週間前は、強化期間とし、活動を行うことができる。ただし、顧問は、生 

    徒指導部の部活動担当者に申告した上で、前月の職員会議で承認を得ることとする。 

   ② 考査期間中及び、考査直後に大会がある場合は、部活動中止期間であっても指定さ 

    れた活動日は、活動を行うことができる。ただし、顧問・部員・保護者の同意があ   

   ることを前提とする。また、顧問は、生徒指導部の部活動担当者に申告した上で、   

   前月の職員会議で承認を得ることとする。 

（４）大会、強化練習会等の参加について 

  ① 休日・祝日に開催される大会及び、強化練習会の参加については、許可願を学校長 

   に提出し、承認を受けてから参加すること。 

  ② 授業日に大会が実施される場合は、許可願を学校長に提出し、承認を得て参加する 

   ことができる。参加生徒は、３日前に公欠届を各教科担当者に提出すること。 

  ③ 授業日の強化練習会等（大会以外）は、原則として授業を優先する。ただし、学校 

長が許可した場合に限り参加することができる。参加する場合は、許可願を学校長に 

提出すること。  

  

（５）活動終了時間について 

   ① 完全下校の 15 分前には練習を終え、片付け・戸締まり等をして下校すること。    

   ② 活動終了・下校時間は以下のとおりとする。 

活動期間 曜日 終了時刻 完全下校 

４月～ 

 

前期生 火・水・金 １７：４５ 

 

１８：００ 

 後期生  火・金 

１２月～ 

 

前期生 火・水・金 １７：００ １７：１５ 

後期生  火・金 １７：４５ １８：００ 

  

５ 部活動運営について  

（１）体罰等の禁止について 

  部活動顧問等の指導者は、いかなる理由があっても、部活動での指導で体罰等を正当 

  化することは誤りであり、決して許されないものであるとの認識をもち、体罰等のな   

 い指導に徹する。 

（２）保護者の理解と協力について 

    保護者の理解と協力は、部活動の運営上欠かすことができない大切なことであること 

  から、顧問としての指導に関する基本方針・練習計画・練習内容・活動時間・休養日   

  を明確にし、保護者に示す。 


